
平成 26年 9月 16日         熊 本 市 公 報             第 1384号 

- 1341 - 

 

目   次 

規   則 

○熊本市私道整備補助金交付規則の一部を改正する規則（規則第 79号）…………………………………… 1343 

告   示 

○放置自転車の移動及び返還（告示第 589号）…………………………………………………………………… 1345 

○屋外広告物法による保管した広告物又は掲出物（告示第590号）…………………………………………… 1345 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による居宅介護・重度訪問介 

護事業の指定廃止（告示第 591号）……………………………………………………………………………… 1346 

○介護保険法による指定居宅サービス事業等の廃止（告示第 592号）………………………………………… 1346 

○市道の区域変更（告示第 593号）………………………………………………………………………………… 1346 

○市道の供用開始（告示第 594号）………………………………………………………………………………… 1347 

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定（告示第 595号）………………………………………… 1347 

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定（告示第 596号）………………………………………… 1347 

○介護保険法による指定居宅サービス事業等の廃止（告示第 597号）………………………………………… 1348 

○第３１回熊本市都市計画審議会の開催（告示第 600号）……………………………………………………… 1348 

○介護保険法による指定居宅サービス事業者等の指定（告示第 601号）……………………………………… 1349 

○認可地縁団体の告示事項の一部変更（告示第 604号）………………………………………………………… 1349 

○市道の区域変更（告示第 605号）………………………………………………………………………………… 1350 

○生活保護法等による医療機関の指定（告示第 607号）………………………………………………………… 1350 

○生活保護法による指定医療機関の変更（告示第 608号）……………………………………………………… 1351 

○生活保護法による指定医療機関の廃止（告示第 609号）……………………………………………………… 1351 

○生活保護法等による介護機関の指定（告示第 610号）………………………………………………………… 1352 

○生活保護法による指定介護機関の廃止（告示第 611号）……………………………………………………… 1353 

○生活保護法による指定介護機関の休止（告示第 612号）……………………………………………………… 1354 

○公売通知書の公示送達（告示第 613号）………………………………………………………………………… 1354 

公   告 

○都市公園の供用開始（公告第 599号）…………………………………………………………………………… 1354 

○都市公園の供用開始（公告第 600号）…………………………………………………………………………… 1354 

○農業振興地域整備計画の変更（公告第 603号）………………………………………………………………… 1355 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 605号）………………………………………………………………… 1355 

熊本市公報 

 
第１３８４号 

発行所 熊本市中央区手取本町１番１号 

    熊本市総務局総務厚生課 

発行日 毎月 １５日・末日 

 



平成 26年 9月 16日         熊 本 市 公 報             第 1384号 

- 1342 - 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 606号）………………………………………………………………… 1356 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 607号）………………………………………………………………… 1356 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 608号）………………………………………………………………… 1356 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 610号）………………………………………………………………… 1356 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 611号）………………………………………………………………… 1357 

○差押財産の公売及び見積価額（公告第 616号）………………………………………………………………… 1357 

○熊本都市計画事業城南町中央土地区画整理事業の事業計画変更（第 7回）の認可（公告第 617号）…… 1358 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 619号）………………………………………………………………… 1359 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 620号）………………………………………………………………… 1359 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 623号）………………………………………………………………… 1359 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 625号）………………………………………………………………… 1359 

○市有地の公売（公告第 627号）…………………………………………………………………………………… 1360 

○開発行為に関する工事の完了（公告第 629号）………………………………………………………………… 1361 

南    区 

○住民票の職権消除（南区告示第 7号）…………………………………………………………………………… 1361 

北   区 

○住民票の職権消除（北区告示第6号）…………………………………………………………………………… 1362 

上下水道局 

○指定給水装置工事事業者の指定（上下水道局告示第 58号）………………………………………………… 1362 

○排水設備指定工事店の指定（上下水道局告示第 59号）……………………………………………………… 1362 

教育委員会 

○熊本市教育委員会会議の開催（教委告示第 10号）…………………………………………………………… 1362 

人事委員会 

○平成２６年度身体障がい者を対象とする熊本市職員採用選考試験（熊本市人事委員会公告第 19号）… 1363 

 



平成 26 年 9 月 16 日       熊 本 市 公 報         第 1384 号 

- 1343 - 

  規   則   

規 則 第  ７９  号   

平成２６年 ８ 月２６日   

 

 熊本市私道整備補助金交付規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  幸 山 政 史 

 

   熊本市私道整備補助金交付規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市私道整備補助金交付規則（昭和５２年規則第１８号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第３条第１項中「対して」を「対し、」に改め、同項第２号及び第３号を次のよう

に改め、同項第４号及び第５号を削る。 

 (2) 所有者の異なる家屋３棟以上の敷地への出入りに利用されており、かつ、そ

の状態となって３年以上経過していること。 

 (3) 所有者の異なる複数の土地（公道及び私道に係る土地を除く。）が接している

こと。 

 第３条第２項中「対して」を「対し、」に改め、同条第３項中「前２項」を「前３

項」に改め、同項を同条第４項とし、同項の前に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる場所で施行する整備工事又は補修工事は、

市長が特に認めた場合を除き、補助金の交付対象としない。 

 (1) 幅員が１．８メートル未満である区間 

 (2) 行き止まりの私道にあっては、当該私道の始端から、当該私道を敷地への出

入りに利用している家屋のうち最も当該私道の終端に近いものの敷地の前面の部

分までの区間以外の区間 

 第５条第１号中「承諾書」を「整備工事又は補修工事の施行箇所となる土地に係る

所有者の承諾書」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、市長は、整備工事又は補修工事の施行箇所とな
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る土地が数人の共有に属する場合であって、申請者が当該共有に属する土地に係る

全ての所有者の承諾書を得ることができないことにつき特別の理由があると認める

ときは、当該共有の土地に係る一部の所有者の承諾書の添付を省略させることがで

きる。この場合において、申請者は、前項の申請書に、当該理由があることを証す

るため市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の第３条及び第５条の規定は、この規則の施行の日以後に

交付申請のあった補助金について適用し、同日前に交付申請のあった補助金につい

ては、なお従前の例による。 
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  告   示   

告 示 第 ５ ８ ９ 号   

平成２６年８月１８日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２６年８月７日 新水前寺駅西高架下駐輪場、新水前寺駅東高架下駐輪場 

(2) 保管の場所 平成自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２６年１１月１８日まで 

２ 移動・保管台数 

  自転車 １３４台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示

等しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成自転車保管所（電話 ０９６－３６４－３９１０） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ９ ０ 号   

平成２６年８月１９日   

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 

                   熊本市長  幸 山 政 史   

撤去日 
名称 

又は種類 
数量 撤去場所 

保管 

開始日 

８月４日 

はり札等 １７ 
佐土原・長嶺東・八反田・

島崎・戸島・帯山・出水 
８月５日 

立看板等 ５ 小山 

８月７日 はり札等 ３ 米屋町・刈草 ８月８日 

８月１１日 はり札等 ５ 田迎・東町・若葉・出水 ８月１２日 

８月１４日 はり札等 ３５ 京町・上熊本・土河原 ８月１５日 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ９ １ 号   

平成２６年８月１９日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４

６条第２項の規定に基づき、居宅介護・重度訪問介護を行う事業者の指定を廃止するので、同法第５

１条第２号の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 廃止した事業所の名称及び所在地 

  あいわ訪問介護ステーション・水前寺 

  熊本市中央区水前寺一丁目１０番１号 奥村ビル２階 

２ 廃止した事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 株式会社 光西 

 熊本市中央区水前寺一丁目１０番１号 奥村ビル２階 

代表取締役 西村 光昭 

３ 廃止した事業の種類 

  居宅介護・重度訪問介護 

４ 廃止年月日  

平成２６年８月３１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ９ ２ 号   

平成２６年８月１９日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条２項の規定による届出がされたので、同法第７８

条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告示

する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ９ ３ 号   

平成２６年８月２０日   

 市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  熊本市長  幸 山 政 史   

 

 

８月１５日 はり札等 １ 土河原 ８月１６日 

保管場所  熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並び

に代表者の氏名 

廃止年月日 サービス

の種類 

４３７０１１０

２３３ 

あいわ訪問介護ステーション・水前寺 

熊本市中央区水前寺一丁目１０番１号  

株式会社光西 

熊本市中央区水前寺一丁目１０番１号 

代表取締役 西村 光昭 

平成２６年 

８月３１日 

訪問介護 

介護予防

訪問介護 
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整理番号 

 

路線名 

 

道路の区域 

区 間 
旧新 

の別 

敷地の幅

員（ｍ） 

延長 

（ｍ） 

４１－４０２１ 

野中３丁目田

迎５丁目第１

号線 

南区平田二丁目３３２番地先から 

南区平田二丁目３８６番地先まで 
旧 

２５．０ 

～ 

２５．０ 

１３５．６ 

南区平田二丁目３３２番地先から 

南区平田二丁目３８６番地先まで 
新 

２５．０ 

～ 

２９．０ 

１３５．６ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ９ ４ 号   

平成２６年８月２０日   

 市道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

整理番号 

 

路線名 

 

道路の区域 

供用開始の期日 

区 間 

４１－４０２１ 
野中３丁目田迎

５丁目第１号線 

南区平田二丁目３３２番地先から 

南区平田二丁目３８６番地先まで 
平成２６年８月２０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 ５ ９ ５ 号   

平成２６年８月２２日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

の２の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ９ ６ 号   

平成２６年８月２２日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援事業者を次

のとおり指定したので、同法第８５条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３３条

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１０

６９６ 

たっく地域支援センター 

熊本市東区上南部二丁目１番６７号 

株式会社くますま 

熊本市東区上南部二丁目１番６７号 

代表取締役 河添 竜志郎 

平成２６年 

９月１日 

居宅介護支

援 
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の２の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ５ ９ ７ 号   

平成２６年８月２２日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条２項の規定による届出がされたので、同法第７８

条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告示

する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ６ ０ ０ 号   

平成２６年８月２５日   

 第３１回熊本市都市計画審議会の開催にあたり、熊本市都市計画審議会傍聴実施要領（平成１２年

１２月１日）第３条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

第３１回 熊本市都市計画審議会開催について 

１ 開催日 

  平成２６年９月２日（火） 午後１時から 

２ 会場 

熊本市役所 議会棟２階 予算決算委員会室 

３ 付議予定案件 

(1) 熊本都市計画下水道の変更 熊本公共下水道 

(2) 熊本都市計画公園の変更 ２・２・１６５号 新大江三丁目公園 

(3) 熊本都市計画道路の変更 ３・５・５４号 刈草薄場線 

(4) 熊本都市計画地区計画の決定 出水七丁目地区地区計画 

(5) 熊本都市計画道路の変更 ３・５・４５号 上熊本弓削線 

(6) 熊本都市計画公園の変更 ２・２・１４２号 渡鹿五丁目公園 

(7) 建築基準法第５１条ただし書きの規定に基づく産業廃棄物処理施設の位置の件（東区小山七丁 

目） 

４ 意見聴取予定案件等 

都市再生特別措置法の改正に伴う立地適正化計画の策定について 等 

５ 傍聴申込手続き 

(1) 申込期限  平成２５年８月２９日（金） 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１０

７０４ 

居宅介護支援センター ケアサポー

ト帯山 

熊本市中央区帯山七丁目４番４１号 

合同会社グリーンライフ 

熊本市中央区帯山七丁目４番４１号 

代表社員 毛利 緑 

平成２６年 

９月１日 

居宅介護支

援 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７２３０１

３７６ 

訪問介護ステーション 彩 

熊本市南区城南町鰐瀬８６５－１  

株式会社笑福 

熊本市南区城南町鰐瀬８６５－１ 

代表取締役 上田 フタ江 

平成２６年 

７月３１日 

訪問介護 

介護予防訪

問介護 
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(2) 申込先   熊本市都市建設局都市政策課 

(3) 定員    １０人（申込人数が定員を超える場合は公開抽選） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 ６ ０ １ 号   

平成２６年８月２５日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ６ ０ ４ 号   

平成２６年８月２７日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

                 熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  沈目自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 目的 

「本会は、熊本市南区城南町沈目区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の整備及び維

持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、その

地域的な共同活動に使用する不動産又は不動産に関する権利等を保有する。」 

                を 

「本会は、会員相互の連帯と親睦を深め、安全で安心して暮らすことのできる住みよい地域づ

くりのために活動することを目的とする。 

（１） 回覧板の回付等自治会内相互扶助、親睦及び連絡調整に関すること。 

（２） 自治会内の環境整備に関すること。 

（３） 交通安全や地域の安全、防犯及び自主防災活動に関すること。 

（４） 福祉文化等の活動に関すること。 

（５） 集会施設その他の資産の維持管理、運営に関すること。 

（６） 天照宮、天満宮及び阿彌陀堂の維持管理に関すること。  

（７） その他目的達成に必要な事業」 

                に改める。 

(2) 主たる事務所の所在地 

「本会の事務所は、代表者の住所に置く。」を「本会の主な事務所は、沈目公民館（熊本市南

区城南町沈目１３３７番地３）に置く。」 に改める。 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３７０１１０

７１２ 

訪問介護ステーション まきの木 

熊本市南区城南町鰐瀬８６５番地１ 

株式会社ソフィアライン 

熊本市南区城南町舞原３２７番地５ 

代表取締役 重富 久美子 

平成２６年

９月１日 
訪問介護 

４３７０１１０

７１２ 

訪問介護ステーション まきの木 

熊本市南区城南町鰐瀬８６５番地１ 

株式会社ソフィアライン 

熊本市南区城南町舞原３２７番地５ 

代表取締役 重富 久美子 

平成２６年

９月１日 

介護予防訪

問介護 
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告 示 第 ６ ０ ５ 号   

平成２６年８月２８日   

 市道の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規

定に基づき告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ６ ０ ７ 号   

平成２６年８月２９日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助

及び医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第５５条の２第１号の規

定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 診療科目 指定年月日 

（医科） 

みやざきこどもクリニック  

小児科 平成２６年６月１日 熊本市東区東町４－６－３０ 

医療法人マーチ・ブラウン 理事長 宮﨑 亨 

よしむら産婦人科皮ふ科クリニック  
産婦人科、皮膚科、

内科 
平成２６年７月１日 熊本市中央区子飼本町６－２０ 

吉村 寿博  

わかばクリニック  

内科、消化器内科 平成２６年７月１日 熊本市東区若葉三丁目１３番２０号 

医療法人わかば会 理事長 片山 貴文 

在宅・よろず相談クリニック  

内科、神経内科 平成２６年８月１日 熊本市中央区水前寺三丁目４３－２７ 

俵 哲  

（薬局） 

うさぎ薬局 古川町店  

薬局 平成２６年７月１日 熊本市中央区古川町１８番地 

有限会社七草堂 代表取締役 内村 真一朗 

   

整理番号 

 

路線名 

 

道路の区域 

区 間 
旧新 

の別 

敷地の幅

員（ｍ） 

延長 

（ｍ） 

１１－１２４ 

新南部町渡鹿

７丁目第１号

線 

東区新南部一丁目５４３番４地先から 

東区渡鹿八丁目５３７番３０地先まで 
旧 

９．７ 

～ 

１４．８ 

２８．５ 

東区新南部一丁目５４３番４地先から 

東区渡鹿八丁目５３７番３０地先まで 
新 

１０．６ 

～ 

１６．２ 

２８．５ 
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ふじさん薬局  

薬局 平成２６年８月１日 熊本市中央区国府四丁目１０－９ 

藤原 裕久  

（柔道整復） 

青山整骨院 武田 芳道 

柔道整復 平成２６年７月２３日 
熊本市東区長嶺東２－１３－３０ コーポナガサ

コ３０２号室 

武田 芳道  

（はり・きゅう） 

青山鍼灸院 武田 芳道 

はり・きゅう 平成２６年７月２３日 
熊本市東区長嶺東２－１３－３０ コーポナガサ

コ３０２号室 

武田 芳道  

滋温堂鍼灸治療院 上田 晴生 

はり・きゅう 平成２６年８月１日 熊本市南区十禅寺二丁目３－６ 

熊本市鍼灸マッサージ師会 会長 高橋 武良 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ６ ０ ８ 号   

平成２６年８月２９日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から変更の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ６ ０ ９ 号   

平成２６年８月２９日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により次の指定医療機関から廃止の

届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

 

医療（施術）機関名称・所在地・開設者氏名 変更年月日 変更事由 

（医科） 

新 

すどう・きたの医院 

平成２６年８月１日 代表者変更 

熊本市中央区新大江１－５－１３ 

医療法人社団貞恕会 理事長 北野 伸浩 

旧 

すどう・きたの医院 

熊本市中央区新大江１－５－１３ 

医療法人社団貞恕会 理事長 須藤 多加志 

（あん摩・マッサージ） 

新 

マッサージ治療院 心心 

平成２６年５月１日 所在地変更 

熊本市西区二本木二丁目６番２２号 

株式会社心心 代表取締役 津曲 祐美 

旧 

マッサージ治療院 心心 

熊本市中央区九品寺四丁目１６－３ 

株式会社心心 代表取締役 津曲 祐美 
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医療機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 

（医科） 

吉村産婦人科皮膚科医院 

平成２６年６月３０日 熊本市中央区子飼本町６－２２ 

吉村 和子   

みやざきこどもクリニック 

平成２６年５月３１日 熊本市東区佐土原１－１０－７０ 

医療法人マーチ・ブラウン  理事長 宮﨑 亨 

吉村産婦人科内科皮膚科医院 

平成２６年６月３０日 熊本市中央区子飼本町６－２０ 

吉村 寿博   

わかばクリニック 

平成２６年６月３０日 熊本市東区若葉三丁目１３番２０号 

片山 貴文   

桂医院 

平成２６年７月１９日 熊本市中央区妙体寺町４－３１ 

城 誠也   

（歯科） 

さくらぎ歯科 

平成２６年７月１６日 熊本市東区桜木六丁目９－５４ 

医療法人いい歯会  理事長 立井 雄三 

吉良歯科医院 

平成２６年８月１０日 熊本市南区銭塘町２１４４－３ 

吉良 裕明   

（訪問看護） 

訪問看護ステーションなすび園 

平成２６年６月３０日 熊本市西区沖新町３３５３ 

医療法人社団光寿会  理事長 荒木 康博 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ６ １ ０ 号   

平成２６年８月２９日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により、

介護扶助及び介護支援給付のための介護を担当する機関を指定したので、生活保護法第５５号の２第

１号の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 事業の種類 指定年月日 

地域密着型特別養護老人ホーム 向山つくし

庵 地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 
平成２６年７月２３日 

熊本市中央区本山一丁目６番１７号 

社会福祉法人 三顧会 理事長 松下 和孝 

向山つくし庵 短期入所者生活介護 
短期入所生活介護・介護

予防短期入所生活介護 
平成２６年７月２３日 熊本市中央区本山一丁目６番１７号 

社会福祉法人 三顧会 理事長 松下 和孝 
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在宅ケアセンター ひまわり 
小規模多機能型居宅介

護・介護予防小規模多機

能型居宅介護 

平成２６年７月２８日 
熊本市北区植木町山本９０７―１ 

有限会社 ひまわり  

代表取締役 髙江 康明 

ヘルパーステーション サンフラワー 

訪問介護・介護予防訪問

介護 
平成２６年７月２８日 

熊本市南区城南町隈庄４２２ 

合同会社 サンスマイル  

代表社員 松本 由美 

デイサービス サンフラワー 

通所介護・介護予防通所

介護 
平成２６年７月２８日 

熊本市南区城南町隈庄４２２ 

合同会社 サンスマイル  

代表社員 松本 由美 

ファインヴィレッジ 特定施設入居者生活介

護・介護予防特定施設入

居者生活介護 

平成２６年７月２０日 熊本市中央区黒髪六丁目３１番２号 

医療法人 杏友会 理事長 野津原 昭 

訪問看護ステーション すみれ 
訪問看護・介護予防訪問

看護 
平成２６年８月１日 熊本市東区長嶺西二丁目１５番１２４号 

医療法人社団 永誠会 理事長 永野 忠 

訪問介護事業所 ゆとりすと 

訪問介護・介護予防訪問

介護 
平成２６年８月１日 

熊本市長嶺東八丁目６番７２号 

株式会社 ゆとりすと  

代表取締役 永渕 容子 

わかばクリニック 
居宅療養管理指導・介護

予防居宅療養管理指導 
平成２６年７月１日 熊本市東区若葉三丁目１３番２０号 

医療法人 わかば会 理事長 片山 貴文 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ６ １ １ 号   

平成２６年８月２９日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から

廃止の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 廃止年月日 

さくらぎ歯科 

平成２６年７月１６日 熊本市東区桜木六丁目９―５４ 

医療法人 いい歯会 理事長 立井 雄三 

訪問介護ステーション 彩 

平成２６年７月３１日 熊本市南区城南町鰐瀬８６５―１ 

株式会社 笑福 代表取締役 上田 フタ江 

訪問看護ステーション なすび園 

平成１６年１２月３１日 熊本市西区沖新町３３５３ 

医療法人社団 光寿会 理事長 荒木 康博 

居宅介護支援事業所 くるみの郷 

平成２６年６月３０日 熊本市東区渡鹿八丁目１－７０ 

くるみ福祉会株式会社 代表取締役 薙野 英児 
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告 示 第 ６ １ ２ 号   

平成２６年８月２９日   

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項の規定により次の指定介護機関から

休止の届出があったので、同法第５５条の２第２号の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

介護機関名称・所在地・開設者氏名 休止年月日 

株式会社 祐心 訪問介護事業所 こころ 

平成２６年８月１日 熊本県熊本市西区二本木二丁目６－２２ 

津曲 祐美  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ６ １ ３ 号   

平成２６年８月２９日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９６条の規定に基づく公売通知書の送達を受けるべき

者の住所及び居所が不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税

条例（昭和２５年告示第８９号）第１３条の規定に基づき公示する。 

なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

(1) 公売通知書 

１人 

(2) 公売通知書兼債権申立催告書 

   １人 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ５ ９ ９ 号   

平成２６年８月１８日   

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基づき、次のように都市公園の供用を

開始するので公告する。 

都市公園の区域に関する関係図書は、熊本市都市建設局東部土木センター総務課において一般の縦

覧に供する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 名称及び位置 

名   称 
位     置 

番 号 公 園 名 

２・６６７ 画図所島中央公園 東区画図町大字所島字石町２８７番１２ 

２ 供用開始の期日 

  平成２６年８月１８日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ ０ ０ 号   

平成２６年８月１８日   

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基づき、次のように都市公園の供用を

開始するので公告する。 
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都市公園の区域に関する関係図書は、熊本市都市建設局西部土木センター総務課において一般の縦

覧に供する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 名称及び位置 

名   称 
位     置 

番 号 公 園 名 

２・６６８ 野口三丁目西公園 南区野口三丁目１１４３番３ 

２ 供用開始の期日 

  平成２６年８月１８日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ ０ ３ 号   

平成２６年８月２０日   

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第１項の規定に基づく熊本農

業振興地域整備計画の一部を次のとおり変更したので、同法第１３条第４項において準用する同法第

１２条第２項の規定により次の場所において縦覧に供する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 変更内容  

(1) 農用地利用計画の変更 

番号 変更しようとする土地の所在 面積（a） 変更理由 

１ 熊本市南区内田町字南通３５６６番１ １５．７５ 下水道施設用地 

２ 縦覧場所 

熊本市農水商工局農業政策課 

  熊本市中央区役所総務企画課 

  熊本市東区役所農業振興課 

  熊本市西区役所農業振興課 

  熊本市南区役所農業振興課 

  熊本市北区役所農業振興課 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ ０ ５ 号   

平成２６年８月２０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市南区城南町赤見字前田１６７０番２、１６７０番３ 

  ３４８．２６平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市南区城南町赤見 

  氏名 登載省略 
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公 告 第 ６ ０ ６ 号   

平成２６年８月２０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市東区戸島西四丁目３４０３番２ 

  ２５２．６６平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

熊本市東区戸島西一丁目 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ ０ ７ 号   

平成２６年８月２０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市南区富合町平原字八反田６３６番１ 

  ４９６．８３平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

熊本市南区南高江二丁目 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ ０ ８ 号   

平成２６年８月２０日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市北区太郎迫町字南尾迫３７番１７（仮地番） 

  ４９８．４０平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市北区鹿子木町 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 公 告 第 ６ １ ０ 号   

平成２６年８月２１日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

  熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市中央区国府三丁目５８１番  

 ２，９７７．９７平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市東区小山五丁目２番１５号 
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  株式会社エムケイ・コーポレーション 

   代表取締役 村上 龍一 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ １ １ 号   

平成２６年８月２１日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市東区佐土原二丁目４０３番５ 

  ９９５．５０平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市東区小峯三丁目 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ １ ６ 号   

平成２６年８月２６日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９５条及び第９９条の規定により、差押財産の公売及

び見積価額を公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 公売財産の種類 

 不動産 

  売却区分１号  

不動産の表示 

    （土地の表示） 

所   在  熊本市東区戸島一丁目 

地   番  ２３３９番７ 

地   目  宅地 

地   積  １６８．１０㎡ 

２ 公売方法 入札 

３ 公売日時 平成２６年１０月２１日（火） 

       午前１０時 

４ 公売会場 熊本市役所 ６階会議室 

５ 売却決定日時及び場所 

       日時 平成２６年１０月２８日（火）午前１０時 

       場所 熊本市財政局納税課 

６ 見積価額及び公売保証金 

   売却区分１号 見積価額   ２，３７０，０００円 

          公売保証金    ２４０，０００円 

７ 買受代金の納付期限 

平成２６年１０月２８日（火）午後２時 

  （但し、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１９条の７第１項ただし書、その他の法律の

規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合を除く） 

８ 買受人についての資格その他の用件 

   国税徴収法第９２条及び第１０８条第１項該当者は買受人となることはできない。 

９ 配当を受ける者の権利の申し出について 
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  この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権､抵当権､先取特権､留置権等の 

権利を有する者は､売却決定する日の前日までに債権現在額申立書により､その内容を熊本市納税課 

まで申し出ること。 

１０ その他の公売要件 

(1) 入札に参加する者は、入札前に公売保証金を納付すること。 

(2) 公売保証金の納付は銀行振込のみとし、公売保証金納付期間内に、指定口座に振込むこと。 

(3) 買受代金は、現金又は小切手（銀行が振出したもので、かつ、熊本手形交換所管内で振出日か

ら起算して５日を経過していないものに限る）でなければ納付できない。また、買受人が買受代

金を納付しない場合、公売保証金は返還しない。 

(4) 見積価額以上の入札者のうち、最高価額の者を最高価申込者と決定し、売却決定を行う。 

(5) 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額（見積価額以上で、かつ最高入札価額から公売保証金

の額を控除した金額以上のもの）による入札者に対し、次順位買受申込者制度を適用する。 

(6) 入札価額が見積価額に達しないときは、再度入札を実施する場合がある。 

(7) 買受代金納付の前に、公売財産にかかる市税の完納の事実が証明されたとき、又は買受代金納

付後であっても、取消すべき重大な事由があるときは売却決定を取り消す。 

(8) 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったときとする。従って取得後の毀損、焼失等に

よる損害の負担は買受人が負うものとする。 

(9) 権利移転に伴う費用（権利移転登記の登録免許税等）は買受人の負担とする（登録免許税法に

よる）。 

(10) 不動産公売物件明細書を必要とする場合は、熊本市納税課特別滞納対策室に申し出ること。 

(11) その他、本件公売は国税徴収法の規定に基づく制限がある。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ １ ７ 号   

平成２６年８月２６日   

 熊本都市計画事業城南町中央土地区画整理事業の事業計画変更（第７回）について、土地区画整理

法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第２項において準用する同法第２１条第１項の規定により

認可したので、同法第３９条第４項の規定により公告する。 

                 熊本市長  幸 山 政 史   

１ 組合の名称 

  城南町中央土地区画整理組合 

２ 事業施行期間 

  平成１０年１０月８日から平成２７年３月３１日まで 

３ 施行地区 

  熊本市南区城南町今吉野字上中須の全部 

  熊本市南区城南町大字今吉野字東原、字中原、字西原の各一部 

  熊本市南区城南町大字宮地字鬼熊、字宮本、字新御堂、字構口の各一部 

  熊本市南区城南町大字舞原字今原の一部 

  熊本市南区城南町大字隈庄字松ノ平の一部 

４ 事務所の所在地 

  熊本市南区城南町さんさん二丁目３番地１０ 

５ 設立認可の年月日 

  平成１０年１０月８日 

６ 事業計画変更認可の年月日 

平成２６年８月２５日 
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公 告 第 ６ １ ９ 号   

平成２６年８月２６日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市東区小山四丁目１２７７番１、１２７８番及び里道 

  １，７１５．４２平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

熊本市東区長嶺南一丁目６番２２－１号 

  株式会社 タツヤホ－ム 

代表取締役 工藤 達也 

  熊本市東区小山五丁目２番１５号 

  株式会社 エムケイ・コ－ポレ－ション 

代表取締役 村上 龍一 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ ２ ０ 号   

平成２６年８月２６日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市南区城南町千町字藤原２３３３番１ 

  ３４１．５３平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

熊本市南区城南町千町 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ ２ ３ 号   

平成２６年８月２７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市南区浜口町字上居屋敷５４９番３、５５１番１、５５１番３ 

  ２８１．４８平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市南区浜口町 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ ２ ５ 号   

平成２６年８月２７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
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熊本市北区改寄町字飼根２４７８番１ 

  ３７８．６７平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市北区鹿子木町 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ ２ ７ 号   

 平成２６年８月２７日   

 市有地を公売するので、熊本市契約事務取扱規則（昭和３９年規則第７号）第３条の規定により公

告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 公売物件 

土地 

物件

番号 
物  件  の  所  在 

登記地目等 

（現況地目） 
地 積（㎡） 

最 低 売 却 価 格 

（円） 

４ｶ１ 東区西原二丁目４番１ 宅地 ２,１２３.３９  １２９,９５１,４６８ 

４ｶ２ 北区楡木四丁目２０７８番１６ 
雑種地 

（宅地） 
１９３.２８  ８,７３６,２５６ 

４ｶ３ 北区龍田陳内二丁目１０６番４ 雑種地 ４２６.８８  １０,６２９,３１２ 

４ｶ４ 北区立福寺町字山口屋敷８５４番６ 雑種地 ２２０.７７  １,６０７,２０５ 

４ｶ５ 
北区立福寺町字山口屋敷８５６番４ 

外４筆 
雑種地 ５９７.５１  ３,８７７,８３９ 

４ｶ６ 南区良町四丁目３０８番２ 雑種地 １０４.９５  ６９２,６７０ 

４ｶ７ 南区良町四丁目２５２番２ 雑種地 ７７.５６  ４６５,３６０ 

建物 

物件

番号 
物  件  の  所  在 

面積 

（㎡） 

最低売却価格 

（円） 
備   考 

４ｶ８ 
中央区迎町一丁目２６９番の５６  

グランピアリバーサイド１００１号 
７９.４４ ７,２９２,６７４ 

鉄骨･鉄筋コンクリート造 １０階部分 

敷地所有権１２６８.１８㎡のうち５００００分

の９９６ 

２ 契約条項を示す場所 

  熊本市財政局管財課 

３ 公売方法 

  一般競争入札 

４ 入札参加者の資格 

  次に掲げる者は、売払地に係る一般競争入札（以下「入札」という。）の参加資格を有しない。 

(1) 個人及び法人以外の者 

(2) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 
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(3) 市有地公売の一般競争入札に参加した落札者で、正当な理由なく契約を締結せず又は履行しな 

かった者で当該事実があった日から２年を経過しない者 

(4) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する事

務に従事する熊本市職員 

(5) 納付すべき市町村民税の滞納がある者 

(6) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱（平成１８年告示第１０５号）第３条 

第１号に該当する者 

５ 入札参加申込みの受付期間及び場所 

  平成２６年９月４日から平成２６年１０月１日まで 

  午前８時３０分から午後５時まで  ※土曜・日曜日、祝日は除く 

  市役所６階 管財課 

６ 入札の日時及び場所 

  平成２６年１０月３０日  午前１０時から随時 

   市役所６階 会議室 

７ 入札保証金 

  入札金額の１００分の５以上 

８ 入札の無効 

  最低売却価格未満及び入札保証金の限度額を超える金額での入札 

その他、市有地公売募集要領に定めた入札に関する条件に違反した入札 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ６ ２ ９ 号   

平成２６年８月２９日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市東区佐土原二丁目３９４番１の一部 

  １，６４３．６８平方メートル【１工区】 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  福岡県福岡市博多区上川端町１２番２０号 

  ＪＸ日鉱日石エネルギ－株式会社 九州支店 

   支店長 内山 尚典 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  南   区   

 南 区 告 示 第 ７ 号   

           平成２６年８月２９日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２６年８月４日に職権によ

り消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

                    熊本市南区長  永 目 工 嗣   

 以下、登載省略 
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  北   区   

北 区 告 示 第 ６ 号   

平成２６年８月１９日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２６年８月４日に職権によ

り消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

               熊本市北区長  田 上 美 智 子   

 以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示第５８号   

平成２６年８月２７日   

  次の者を熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者として指定したので、熊本市上下水道局指定給

水装置工事事業者規程（平成１０年水道局規程第５号）第１０条第１号の規定により告示する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 事業所所在地・名称・代表者名 指定年月日 

第７６６号 

菊池市泗水町住吉２７６０番地４ 

有限会社平嶋設備工業 

代表取締役 平嶋 俊郎 

平成２６年８月２０日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局告示第５９号   

平成２６年８月２７日   

  熊本市排水設備指定工事店を新たに指定したので、熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水

道局規程第３６号）第２２条第１号の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 指定年月日 

第７２０号 

菊池市泗水町住吉２７６０番地４ 

有限会社平嶋設備工業 

代表取締役 平嶋 俊郎 

平成２６年８月１９日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 教 育 委 員 会  

教委告示第１０号   

平成２６年８月２１日   

 熊本市教育委員会会議を次のとおり開催する。 

               熊本市教育委員会委員長  﨑 元 達 郎   

１ 日時 
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平成２６年８月２６日（火） 午後３時から 

２ 場所 

  マスミューチュアル生命ビル ７階 会議室 

３ 議事 

(1) 平成２６年度熊本市一般会計９月補正予算（教育費）について 

(2) 平成２５年度熊本市一般会計決算（教育費）及び特別会計決算（奨学金貸付事業費）について 

(3) 教育課程特例校指定変更申請について 

４ 協議 

(1) 図書サービスの拡充について 

(2) 平成２６年度事務事業点検評価報告書（案）について 

(3) 熊本市立幼稚園基本計画（素案）について 

５ 報告 

(1) 熊本市立高等学校における平成２７年度使用予定教科用図書について 

(2) 公益財団法人熊本市学校給食会の経営状況について 

(3) 平成２６年度（第１８回）中学生による子ども議会の報告 

(4) 平成２７年度熊本市立学校教員採用選考試験の一次試験結果及び二次試験実施状況について 

(5) 平成２７年度管理職採用選考試験の志願状況について 

(6) 広報広聴関係について 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 事 委 員 会  

熊本市人事委員会公告第 １９号   

平成２６年８月１９日   

 平成２６年度身体障がい者を対象とする熊本市職員採用選考試験について、次のとおり公告する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

１ 試験名称 平成２６年度身体障がい者を対象とする熊本市職員採用選考試験 

２ 申込期間 平成２６年９月９日(火)から平成２６年９月１９日(金)まで 

インターネットによる申込は平成２６年９月９日(火)から平成２６年９月１８日(木)まで 

３ 職種        事務職      学校事務職（県費負担） 

採用予定者数    ３人程度     １人程度 

４ 試験案内配布場所 

(1) 熊本市役所本庁舎（１階総合案内、１３階人事委員会事務局） 

(2) 熊本市各区役所 

(3) 熊本市各総合出張所 

(4) 熊本市各出張所 

(5) 熊本市時間外証明窓口（中央区役所内） 

(6) 熊本市市民サービスコーナー（くまもと森都心プラザ内） 

(7) 熊本市東京事務所 

(8) 熊本市総合体育館・青年会館 

※ 熊本市ホームページの行政情報にも試験案内を掲載 

 

 


